
審決

不服２０１６－　　３１２１

愛知県名古屋市瑞穂区苗代町１５番１号
請求人 ブラザー工業株式会社

　特願２０１１－２１６２２６「シート搬送装置及び画像形成装置」拒絶査
定不服審判事件〔平成２５年　４月２５日出願公開、特開２０１３－　
７５７４０〕について、次のとおり審決する。

結　論
　本件審判の請求は、成り立たない。

理　由
１．手続の経緯

　本件出願は、平成２３年９月３０日付けの特許出願であって、平成２７年
９月９日付けで手続補正がなされ、同年１１月３０日付けで拒絶の査定がな
され（同査定の謄本の送達（発送）日　同年１２月２２日）、これに対し、
平成２８年３月１日に拒絶査定に対する審判請求がなされ、さらに、当審に
おいて、同年９月１２日付けで拒絶理由を通知したところ、同年１０月６日
付けで意見書及び手続補正書が提出されたものである。

２．本願の発明

　本願の請求項１に係る発明は、上記の平成２８年１０月６日付け手続補正
によって補正された特許請求の範囲の記載からみて、その特許請求の範囲の
請求項１に記載された次のとおりのものと認める（以下「本願発明」とい
う。）。

「【請求項１】
　シートを搬送するシート搬送装置であって、
　シートの搬送経路に設けられ、搬送されてきたシートの搬送方向を転向さ
せる案内部であって、全ての曲率中心が当該案内部に対して同一側に位置す
る緩和曲線状に湾曲した案内部
　を備え、
　前記緩和曲線は、搬送されるシートの加速度変化がほぼ一定となるような
クロソイド曲線であることを特徴とするシート搬送装置。」

３．当審で指摘した拒絶理由の概要

　当審において平成２８年９月１２日付けで通知した拒絶理由（以下、「当
審拒絶理由」という）の理由２の概要は次のとおりである。

「２．この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国
において頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じ
て公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技
術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたも
のであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができ
ない。
　
　　　　　記　　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

・請求項　１、４、６、７



・引用文献等　１
・備考
　上記理由１参照。

・請求項　２、３

・引用文献等　１～４
・備考
　搬送装置の案内部の形状にクロソイド曲線を用いることは、例えば、引用
文献２（第２ページ左下欄第１５行～際３ページ右下欄第１４行及び第
１～２図参照）、引用文献３（段落【００１６】及び図１参照）、引用文献
４（段落【００３３】、【００５１】及び図７、９参照）に示されるよう
に、本願の出願前に周知の技術であって、クロソイド曲線は曲率が徐々に変
化する緩和曲線のひとつとして知られているところ、引用文献１に記載され
た発明において「曲面ガイド部５５」の形状に当該周知技術を採用すること
に困難性はない。
　また、請求項３に記載された数式（【数２】）は、クロソイド曲線を表す
数式として一般的なものである。

（中略）

　　　　　　　　　　　引　用　文　献　等　一　覧
　
１．特開２００８－２０１５５５号公報
２．特開平４－３８２６３号公報
３．特開２００６－２２４８８４号公報
４．特表２０１０－５０１２９９号公報
５．特開２００４－３４７９２７号公報」

４．引用例

　当審拒絶理由に引用文献１として引用された本願の出願日前に頒布された
特開２００８－２０１５５５号公報（以下「引用例１」という。）には、図
面とともに以下の事項が記載されている（下線は審決で付した。以下同
じ。）。

ア．「【００１８】
　このプリンタ筐体２０の内部に、図示しないプリンタ機構部が内蔵されて
いる。プリンタ機構部は、例えば、印画紙を所定の経路に沿って搬送する印
画紙搬送機構と、搬送されてきた印画紙に対して印画作業を実行する印画
ヘッドと、この印画ヘッドと隣接するように設置されていて印画ヘッドの働
きにより含有するカラーインクを印画紙に転写させるインクリボンと、印画
ヘッドや印画紙搬送機構その他の機構、装置を駆動制御する制御装置等に
よって構成されている。」

イ．「【００３８】
　曲面ガイド部５５は、印刷時、プリンタ筐体２０の背面側に飛び出してく
る印画紙３０の先端部をガイドして上方にスムース且つ滑らかに導くもの
で、そのような機能を発揮できる形状であれば各種の形状を適用することが
できる。この曲面ガイド部５５の曲面形状としては、例えば、上面を凹とし
た二次曲線、放物線、三次曲線、一次曲線等を挙げることができる。」

　上記の記載事項を総合すると、引用例１には、次の発明（以下「引用発
明」という。）が記載されているものと認められる。

「印画紙を所定の経路に沿って搬送する印画紙搬送機構であって、
印刷時、プリンタ筐体２０の背面側に飛び出してくる印画紙３０の先端部を
ガイドして上方にスムース且つ滑らかに導くもので、そのような機能を発揮
できる形状であれば各種の形状を適用することができる曲面ガイド部５５



で、上面を凹とした二次曲線、放物線、三次曲線、一次曲線等の曲面形状の
曲面ガイド部５５を備える
印画紙搬送機構。」

５．対比

　本願発明と引用発明とを対比する。

　引用発明の「印画紙３０」及び「印画紙搬送機構」は、それぞれ本願発明
の「シート」及び「シート搬送装置」に相当し、引用発明の「印画紙を所定
の経路に沿って搬送する印画紙搬送機構」は、本願発明の「シートを搬送す
るシート搬送装置」に相当する。

　引用発明の「曲面ガイド部５５」は本願発明の「案内部」に相当する。ま
た、「放物線、三次曲線」は曲率が徐々に変化する曲線であるので「緩和曲
線」であるといえ、この曲線が「上面を凹とした」形状とされた「曲面ガイ
ド部５５」においては全ての曲率中心が「曲面ガイド部５５」に対して同一
側に位置することは明らかである。
　そうすると、引用発明の「印刷時、プリンタ筐体２０の背面側に飛び出し
てくる印画紙３０の先端部をガイドして上方にスムース且つ滑らかに導く曲
面ガイド部５５で、上面を凹とした二次曲線、放物線、三次曲線、一次曲線
等の曲面形状の曲面ガイド部５５」は、本願発明の「シートの搬送経路に設
けられ、搬送されてきたシートの搬送方向を転向させる案内部であって、全
ての曲率中心が当該案内部に対して同一側に位置する緩和曲線状に湾曲した
案内部」に相当する。

　したがって、両者は、

「シートを搬送するシート搬送装置であって、
　シートの搬送経路に設けられ、搬送されてきたシートの搬送方向を転向さ
せる案内部であって、全ての曲率中心が当該案内部に対して同一側に位置す
る緩和曲線状に湾曲した案内部
　を備えるシート搬送装置。」

　の点で一致し、以下の点で相違している。

　［相違点］
　前者の「緩和曲線状に湾曲した案内部」の「緩和曲線」が「搬送される
シートの加速度変化がほぼ一定となるようなクロソイド曲線である」のに対
して、後者の「案内部」の「緩和曲線」は「クロソイド曲線」であるとは特
定されていない点。

６．判断

　上記相違点について検討する。

　当審拒絶理由において引用文献２として引用した特開平４－３８２６３号
公報（以下、「引用例２」という。第２ページ右下欄第４～１９行に、搬送
装置のレールの「垂直Ｒ部１ｂ，１ｄの形状としてクロソイド曲線が採用さ
れている」こと、同右上欄第１３～１７行に「その目的とする処は、レール
の曲線部分における走行台車の振動を小さく抑えて走行台車の滑らかな走行
を実現することができる搬送装置を提供することにある。」こと、第３ペー
ジ左下欄第１１～１５行に「本実施例では垂直Ｒ部１ｂにおいて走行台車２
に作用する加速度ａが従来のように急激に変化するのではなく、徐々に増減
する」ことが記載されている。）、引用文献３として引用した特開
２００６－２２４８８４号公報（以下、「引用例３」という。段落
【００１６】に、索道の支索シュー１３の区間Ａ、Ｃを緩和曲線により構成
し、「この緩和曲線には、曲率が曲線長に比例するクロソイド曲線や、弦長
に比例するレムニスケート曲線、三次元放物線等を適用することができ」る
こと、及び、「ここを通過する搬器６に作用する求心加速度や、水平方向の



速度変化が急激に引き起こされ」ないことが記載されている。）、引用文献
４として引用した特表２０１０－５０１２９９号公報（以下、「引用例４」
という。段落【００３３】に、搬送手段のガイド表面が「定曲率で変化する
傾斜または勾配をそれぞれが有する好ましくはクロソイドである2つのセグ
メント」を含むことが記載されている。）に示されるように、搬送装置にお
いて案内部の形状にクロソイド曲線を採用することにより、加速度変化がほ
ぼ一定となり、被搬送物を滑らかに案内ができることは、本願の出願前に周
知の技術である。

　上記の通り、搬送装置の案内部の形状にクロソイド曲線を採用することに
より、加速度変化がほぼ一定となり、被搬送物を滑らかに案内ができること
は本出願前に周知であって、引用発明の案内部はスムース且つ滑らかに導く
ことができる各種の形状を適用できるものであるから、引用発明において、
案内部の形状にクロソイド曲線を採用して、上記相違点に係る本願発明の構
成にすることは、当業者が容易に想到し得たことである。
　そして、本願発明の発明特定事項の全体によって奏される効果も、引用発
明及び周知の技術事項から当業者が予測し得る範囲内のものである。

７．むすび

　以上のとおり、本願発明は、引用発明及び周知の技術事項に基づいて当業
者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項
の規定により特許を受けることができない。

　よって、結論のとおり審決する。

平成２８年１１月２８日

　　審判長　　特許庁審判官 黒瀬 雅一
特許庁審判官 森次 顕
特許庁審判官 植田 高盛

（行政事件訴訟法第４６条に基づく教示）　　　　　　　　　　　　　　　
　この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から３０日
（附加期間がある場合は、その日数を附加します。）以内に、特許庁長官を
被告として、提起することができます。
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